
☆はらきたことぶきサロン
・3月17日(火)10:00～ 歌・体操
・3月24日(火)10:00～ 来年度にむけて

✿原北歩こう会 ３月１３日(金) 、27日（金）

集合時間 9：30 集合場所：原北公民館

✿原北こぐま文庫 《本の貸し出しとお話し会》
・3月は7日、14日、28日土曜日

10:00～12:00 児童等集会室

・3月29日(日)利用申込みがない
場合は臨時休館します。
利用を希望される場合は、3月
15日(日)午後5時までに利用申
し込みをお願いいたします。

福岡市原北公民館 〒814-0031 福岡市早良区南庄4-4-11 ℡092-831-7556

☆シルバーカレッジ
・ ３月3日(火）10：00～
筑前琵琶演奏会 講師：琵琶奏者 髙木 青鳳さん

☆健康マージャン教室 ※60歳以上の方が対象です。

・3月2日(月)・9日(月)  10:00～12:00
日本プロ麻雀連盟健康麻雀講師にご指導いただきます。

参加費用 １回６００円 問い合わせ、申し込みは公民館まで

535号 令和 ８ 年 ３  月 １ 日

広い空 誰もが 等しく 生きている

令和８年度

社会の情報、歴史の学習、レクリエーション、
健康のための体操、等々楽しく学習活動しています。

初めての方も気軽にご参加ください。
お友達になりましょう。 連絡お待ちしています。

 講 座 開 催： 毎月  第 1、第２ 火曜日

  10:00～12:00     

  対    象 ：60歳以上の方 ・年会費； 2,000円
お申し込み先 ：原北公民館

検索

原北公民館／原北校区自治協議会
公式インスタグラムはじめました。

母子巡回健康相談
✾日時：3月 9日(月) 場所：原北公民館 講堂

◎母子手帳、オムツ、タオル(計測時) 等ご持参下さい。

092-833-4363（早良区地域保健福祉課）
お子様とお母さんの健康相談の場です。

ご利用ください。

☆事前予約不要です☆
受付時間13：30～14：00の間にお越し

いただけたら参加可能です。

日 時 ： ３月６日（金）１０時～１１時３０分
 場  所  ： 原北公民館 講堂
参加費 ： 無料 定員１５名 （スマホ・タブレット持参）

お申込みは公民館へ。

暮らしを便利にするAI体験

講 師 ： 早良区地域支援課 矢野佳正さん

３月の校区行事予定
  7日(土) 体育振興会定例会
 11日(水) 学校施設開放委員会
 12日(木) 原北中学校卒業式
 14日(土) 自治協議会自治会長会合同定例会
 17日(火) 原北小学校卒業式
 19日(木) 校区食進会定例会
 26日(木) 民生委員児童委員定例会

令和７年度高齢者乗車券の申請はお済みですか？

交付を受けるには、毎年申請が必要です。
申請がお済みでない方は、郵送かオン
ラインで申請してください。
※４月から交付額が減額となりますので、申請をして
いない方は早めに申請してください。
※簡単便利なオンライン申請がご利用いただけます。
下記二次元コードをスマートフォンのカメラで読み
取ってご利用ください。また、申請書は公民館や
区役所でもお受け取りいただけます。
ご不明な点は下記にご連絡ください。

＜お問い合わせ先＞

高齢者乗車券郵送受付センター0120-502-633 （通話無料）

（午前９時～午後５時）  FAX 0120-880-219

オンライン申請
はこちら

市民防災の日講演会
「災害時のトイレ問題と対策」

福岡市では、平成１７年３月２０日に発生した福岡県西方沖地震の
記憶と経験を風化させないために、３月２０日を「市民防災の日」と
定めており、毎年この時期に防災講演会を開催しています。

災害はいつ起こるか分かりません。自分や家族、地域の安全を
守るために、この機会に防災について一緒に考えてみましょう。

【内容】災害時に起こり得るトイレの問題と、家庭でできる対策等に
ついて、具体的な事例を交えながら分かりやくお話しいただきます。
【講師】島村 允也氏（特定非営利活動法人日本トイレ研究所研究員）
【日時】令和８年３月２０日（金・祝）午前１１時～１２時３０分
【場所】ワン・フクオカ・カンファレンス・ホール

（ワン・フクオカ・ビルディング６階）
【定員】先着４４０名（要申込） 【料金】無料
【申込】３月１３日（金）までにFAXかメール

(bousai01@city.fukuoka.lg.jp)に氏名、電話番号、参加人数
を記載して申込み

【主催】市民局地域防災課092-711-4156/FAX092-733-5861

福岡市 市民防災の日講演会 検索

自殺予防キャンペーンとして、相談会や啓発事業を行います。
詳しくはQRコードより、センターホームページをご覧ください。

〇 自殺に関する電話相談 092-737-1275

（平日午前10時～午後４時）
福岡市精神保健福祉センターでは、自殺・自死に
関する相談に応じています。
３月は７日(土)、８日(日)も電話相談をお受けします。

主催）福岡市精神保健福祉センター

☆使いこなせば、AIはとても便利。いまからでも大丈夫。
検索やちょっとした相談を体験するAI講座です。

3月



福岡市消費生活センター相談コーナー ℡：０９２－７８１－０９９９

〒810-007３ 福岡市中央区舞鶴２－５－１ あいれふ７階
月曜日～金曜日 ９時～１７時 ※来所による相談は予約制です

土曜日 １０時～１６時 (電話相談のみ)
祝休日、年末年始（12/29～1/3）はお休みします

インターネット消費生活相談

検索

● 申請代行サイトで契約した場合は、公式サイト等で申請状況を確認しましょう。
● 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください

（消費者ホットライン188)。海外事業者とのトラブルは国民生活センター越境消費者センター
（https://www.ccj.kokusen.go.jp/）でも相談を受け付けています。

契約内容は自身でよく確認！ネットの旅行予約

● 旅行予約サイトでの予約は、そのサイトのキャンセル等の条件や契約内容に従うことになります。
消費者自身が十分に確認する必要があります。
● 同じ宿泊施設等でも、プランごとにキャンセルできる期間が決まっていたり、キャンセルはできて
も返金不可のものがあります。申し込み前にしっかり確認しましょう。

● サイトの運営事業者が、日本なのか海外なのかも確認しましょう。海外事業者の場合、コミュニケーション
を取るのが難しい場合や日本の法律等を用いた交渉が難しい場合があります。連絡方法や日本語で対応
されるか等カスタマー対応窓口についてもよく調べましょう。

● 氏名（英字氏名のつづりや姓名の順など）、旅行日程、メールアドレス等入力情報のミスにも気をつけ

ましょう。最終確認画面のスクリーンショットを撮り、申し込み内容に問題がないことを確認したうえで、
申し込みボタンを押しましょう。
● 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください

（消費者ホットライン188)。海外事業者とのトラブルは 国民生活センター越境消費者センター
(https://www.ccj.kokusen.go.jp/)でも相談を受け付けています。 

公式サイトだと思ったら！？ESTA等の電子渡航認証申請は慎重に

● アメリカのESTA、イギリスのETA、カナダのeTAなど、渡航のための電子渡航認証は、公式サイトから

申請できます。しかし、ネット検索で上位に表示されるなどしたサイトを公式サイトと思い込み、申請した
ことによる、申請代行事業者とのトラブルに関する相談が寄せられています。
● 申請代行サイトでは手数料を請求され、費用が高くなります。公式サイトかどうかをしっかり確認しましょう。
● 契約後は、キャンセルが難しい場合がほとんどです。契約前に契約内容やキャンセル条件をよく読みましょう。
代行事業者が申請を完了する前であればキャンセル できる可能性もあります。最終画面をスクリーンショットで
保存しておきましょう。

福岡市消費生活
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